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厚生労働省社会・

実務者研修における「他研修等の修了認定」の留意点について

実務者養成施設等 (学校を含む。以下「実務者養成施設等」という。)の「他研修等の修了

認定」については、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正ナる省令の施行に

ついて (介護福祉士養成施設における医療的ケアの教育及び実務者研修関係)」 (平成 23年

10月 28日社援発 1028第 1号厚生労働省社会日援護局長通知。以下「養成施設施行通知」と

いう。)及び「社会福祉士介護福祉士学校指定規則及び社会福祉に関する科目を定める省令の

一部を改正する省令の施行について (介護福祉士学校における医療的ケアの教育及び実務者

研修関係)」 (平成 23年 10月 28日 23文科高第721号 社援発 1028第 2号 文部科学省高等
教育局長口厚生労働省社会 日援護局長通知。以下「学校施行通知」という。」)にてお示しし

ているところです。

今般、下記のとおり、ご留意いただきたい事項をお示しするので、通知します。

可 届出の必要がない研修にかかる修了認定科目について
実務者研修の「他研修等の修了認定」について、養成施設施行通知及び学校施行通知2

の (4)により、訪間介護員養成研修、介護職員基礎研修、認知症介護実践者研修、文部

科学大臣及び厚生労働大臣の指定を受けている介護福祉士学校及び福祉系高等学校等並

びに厚生労働大臣の指定を受けている介護福祉士養成施設が行う教育科目 (実務者研修の

教育内容と同様の教育を行う科目に限る。)、 喀痰吸引等研修については、主たる事務所の

所在地を管轄する地方厚生 (支)局に改めて届け出る必要はないとしているところですが、

当該研修を修了した場合の実務者研修受講時間数及び科目の修了認定については、別添 1

のとおりとしますので、貴都道府県市におかれては、当該研修を実施している事業者、団

記



体等に周知いただきますようお願いいたします。

また、各地方厚生 (支)局におかれては、実務者養成施設等に周知いただきますようお

願いいたします。

2 実務者研修認†ガイドラインについて

養成施設施行通知及び学校施行通知2の (4)に規定している「実務者研修認定ガイド
ライン」については、別添2のとおりです。

つきましては、貴都道府県市におかれては、本ガイドラインの趣旨をご留意いただき、

管内の福祉関係研修を実施されている事業者、団体等に周知いただきますようお願いいた

します。                         
｀

また、各地方厚生 (支)局におかれては、認定研修実施者から当該研修実施の届出を受
理する際に、当該認定研修実施者が認定研修を修了した者に別添ガイドラインに添付され

ている研修修了証を交付するよう周知するとともに、養成施設施行通知及び学校施行通知

に添付されている「実務者研修認定研修実施届出」による届出にかかる、修了認定研修名、

実施主体、会場、開詰時期、主たる事務所の所在地及ぴ電話番号等の情報について、ホー

ムページに掲載するようお願いいたします。なお、厚生労働省のホームページにおいても、

これらの情報等について公表することとしております。
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認知症実践
者研修

認知症実践
者研修

喀痰吸SI等
研修

医療的ケア 50(※ )

介護職員
基礎研修

その他
全国研修3級

時間数 I
1級 2級

訪問介護員研修
教育内容

実務者研修

受講時 F日ヨ数
420320450

※「医療的ケア」には50時間とは別に演習を修了する町要があります。
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福祉関係研修実施者の皆様ヘ

実務者研修認定ガイドライン

(平成23年 11月 )

厚生労l動省社会・援護局福祉基盤課
福祉人材確保対策室



■はじめに

先の国会で成立した改正「社会福祉士及び介護福祉士法」 (平成23年 6月ノム`布)に
より、平成27年度の介護福祉士国家試験から実務経験3年に加え6月以上の実務者研
修の受請が閉要となりました。
この実務者研修については、地減の団体等で実施されてしヽる研修 (以下、「地域研
修」としヽしヽます。)であって、一定の内容・質、時間数が担保されてしヽるものを修了し
た場合には、実務者研修の実施者の判断により科目単位での修了認定を可能とすること
としています。
この度、できるだけ多くの研修が1多了認定の対象となるよう、以下のとおり運用方針
をまとめましたので、◆後の研修カリキュラムの策定等の参者にしてしヽただければ幸い
です。

J修了認定の流れ

O 修了認定可能となる地域研修を実施する場合には、所管厚生局に事前に別添 1に
より届け出るとともに、出席状況の管理、研修修了の評価、研修終了後の適切な書
類管理等の要件を満たすことが嚇要です。

できません。

○ 地功研修の修了の際には、修了認定が円滑に進むよう、別添2の修了証 (実務者
研修認定用)を受講者に交付してくださしヽ。

O なお、訪間介護員養成研修 (1級・2級・3級 )、 介護珊員基礎研修、認知症介
護実践者研修、8客痰吸∃1研修等につしヽては、届出の修要はありません。これらの研
修の履修認定科目につしヽては、別表を参照してくださしヽ。 (P4)

①研修 lヶ月前ま
でに届

⑤ (隊要に廠
じて)研修内
容等の照会

④実務者研
修の一部

③修了証
の交付

⑥ (財要に応じ
て)補講

■
‥

所管厚生局

地域研修の実施者

照会等に対して適
切に対廟できるよ
うな体制整備
(研修修了者名簿
やシラバスの管理

等)

地域研修の内容が修了認
定可能であると判断でき
る場合には、修了認定を
認める
(含理的な理由がなく拒
否することがないこと)

実務者研修の実施者

研修受講者
(介護従事者)

詰 免除申



■修了認定研修の例

修了認定の対象となるためには、以下の点が満たされている町要があります。
・修了認定の対象となる内容の時間数は修了認定科目の時間数以上であること
。実務者研修カリキュラムにおける「孝女育に含むべき事項」が含まれているこ
と
。到達目標に到達していることを評価すること
。地頭研修において、実務者研修の読替対象科目が明示されていること

(地朝研修カリキュラム)
(実務者研修カリキュラム)
「障害の理解 I」 (10時間)

時間 内容
孝女育に含むべき

事項 到達目標
30分

90分

480分

¬50分

1.オリエンテーション

2.障害福祉の歴史と理 ¬
念について

3.障害者支援の実際
(,b理・行動の特性、
家族への関わり等の

基本)

①身体障害者について
②矢目的障害者について
③精神障害者について
④発達障害 。難病等に
ついて

4.演習 支援の基本につ
いて、事例検討により

学心ヽ

J

① 障害者福祉
ヽ の理念

I草害による

生活障害、〕b
理・行動の特

徴

③ I章害児者や
家族へのかか
わり・支援の
基本

Ⅲ

②

○ 障害の概念の変遷や障害
者福祉の歴史を踏まえ、◆
日的な障害者福祉の理3を
理解している。

○ 障害 (身体・知的・精
神・発達障害・難病等)に
よる生活上の障害、心理・

行動の特徴を理解している。

○ 障害児者やその家族に対
する関わり 。支援の基本を
理解している。

カリキュラム内容を変更することなく、「障害の理解 I」 の修了認定対象

2



時間 内容
教育に含むべき
事項と教育内容 至」達目標60分

90分

180分

120分

¶80分
+30分

1.は じめに
2.認知症ケアの変遷
(理念を含む)
3.認知症の,い理と行動
特性、生活の障害

4・ 認矢B症の人との関わ

り方の基礎
5.認矢日症支援の基礎
○「認矢□症の家族に対

る関わり方 (基本)」
を 追加

認知症ケア

の理念

Ю  認矢日症によ
る生活I章害、
,b理・行動の

特徴

認矢日症の人
とのかかわ

り 。支援の基

本

も

○ 認知症ケアの取組の経過
を踏まえ、◆日的な認知症

ケアの理念を理解している。

○ 認知症による生活上の障
害、!齢理・行動の特徴を理

解している。

○ 認知症の人やその家族に
対する関わり方の基本を理
解している。

(地域研修カリキュラム) (実務者研修カリキュラム)
「認知症の理解 I」 (10時間)

※該当時間数が10時 F日日以上町要

赤字部分を追加することで、「認知症の理解 I」 の修了認定対象。

(地頭研修カリキュラム) (実務者研修カリキュラム)
「

※該当時間数が5時間以上賜要

赤字部分を追加することで、
の修了認定対象

(実務者研修カリキュラム)
「社会の理解 I」 (5時間)

時間 内容 多女育に含むべき
事項と多女育内容 至」達目標

① 人F日]の専厳
″ と自立

○ 尊厳の保持、自立 。自律
の支援、ノーマライゼー

ション、利用者のプライバ
'シーの保護、権不」擁護等、
介護の基本的理念を理解し
てしヽる。

30分

240分

+60分

240分

+60分

30分

1.接遇マナー

2.介護の基本的理念と
権利擁護
○「人間の尊厳と自
立」を追加

4.自己啓発の基本

① 介護保険制
ヽ 度

○ 介護保 l央~制度の体系、目
的、サービスの種類と内容、

利用までの流れ、利用者負

担、専門職の役割等を理解
し、利用者等に助言できる。

「人間の尊厳と自立」、「社会の理解 I」
3



届出の町要がない研修にかかる修了認定科目について別表

介護職員
基礎研修

その他
全国研修

教育内容
3級1級 2級

訪問介護員研修
時間数

人間の尊厳と自立

社会の理解 I

社会の理解Ⅱ

介護の基本 I

介護の基本Ⅱ

コミュニケーション

技術

生活支援技術 I

生活支援技術Ⅱ

介護過程 I

介護過程Ⅱ

介護過程Ⅲ

(スクーリング)

発達と老化の理解 I

発達と老化の理解Ⅱ

5

5

30

10

20

20

20

30

20

25

45

10

20

10

20

10

20

20

60
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Ｏ

Ｏ
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O

認知症の理解 I

認知症の理解Ⅱ

障害の理解 I

障害の理解Ⅱ

こころとからだのし
くみ I

こころとからだのし
くみⅡ

O

認知症実践
者研修

認知症実践
者研修

0客痰吸SI等
研修

医療的ケア 50(※ )

4

450実務者研修

受講時間数
420320

※「医療的ケア」には50時間とは別に演習を1多了する町要があります。



別添 1

実務者研修認定研修実施届出書

(注)開催要綱等、研修の内容がわかる資料を添付すること。

毎年度研修を行う場合であつて、研修内容に変更がない場合は、研修内容がわかる資料の添付は

省略して差し支えないこと。

当講習会の内容は、上記のとおりです。

平成 年 月 日

法人 ,機 F美弓名 :

研修の名称

実施主体の名称

実施主体の主たる

事務所の所在地等 韓

研修を実施する会場の所在地 (都道府県単位)

開 講 ス ケ ジ ュー ル 受 講 定 員

年 月 日 年 月 F 年 月 日 年 月 F 年 月 日 年 月 F 年 月 日 ～ 年 月 F

議 の氏名

認 定 研 修 内 容実務者研修科目

名 (時間数) 研 修 科 目 名 教育の内容 開講時間数

( 日寺間) 合計

( 時間) 合計

( 時間) 合計

■ 修了評価の方法

法 人・ 印

1
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研修修了証 (実務者研修認定用)

■修了評価の方法

上記の者は、当研修において実務者研修に関する科目の一部を修了したことを証明します。

年  月  日
所   在   地
研修等実施者氏名 皿

(注)履修内容が分かるものを添付すること。

実務者研修の認定研修に該当する科目について該当科目欄にOを付すこと。

「修了評価の方法」欄は、試験、レポー ド、演習、グループワーク等評価方法を記載すること。

つ
と

フリガナ

氏 名

修了認定研修名 (時間数) 時間)

届出先地方厚生 (支)局名 厚生局 届出日 年  月  日
実務者研修における科目名(時間) 該当科F 認定研修の研修科目 教育内容 時間数

人間の尊厳と自立 (5)

社会の理解 I(5)

社会の理解Ⅱ(30)

介護の基本 I(10)

介護の基本Ⅱ(20)

コミュニケーション技術(20)

生活支援技術 I(20)

生活支援技術Ⅱ(30)

介護過程 I(20)

発達と老化の理解 I(10)

発達と老化のテ里解Ⅱ(20)

認知症の理解 I(10)

認知症の理解Ⅱ(20)

障害の理解 I(10)

障害の理解Ⅱ(20)

こころとからだのしくみI(20)

こころとからだのしくみⅡ(60)


